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電子申請マニュアル（実績報告）

独立行政法人中小企業基盤整備機構

2025年１０月3１日 版
2025年11月27日 改訂

https://shoryokuka.smrj.go.jp/

中小企業省力化投資補助事業（一般型）
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注意点

• 実績報告は、電子申請システムのみで受け付けます。

• 報告内容については、必ず補助事業者自身がその内容を理解、確認をし、報告を

行ってください。

• 実績報告の提出期限までに提出が無い場合、補助金の交付を受けることはできま

せん。補助事業完了後、必要書類を揃え速やかに提出してください。

提出期限

いずれか早い日まで

・ 補助事業が完了した日から起算してから30日を経過した日

・ 交付決定通知書に記載の事業完了期限日

電子申請マニュアル（実績報告）について

本マニュアルは中小企業省力化投資補助金の実績報告を行う際の電子システムの操

作や注意点について記載した資料です。

実績報告を行うにあたっての注意点や手続きについては「実績報告の手引き」を必

ずご確認ください。

マイページはこちら

はじめに 2

https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/login
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実績報告は申請システムから開始します。事務局にて確定検査を行い、補助金の
交付額が確定したら補助事業者へ通知します。その後、補助事業者は事務局へ精
算払請求を行い、補助金が交付されます。

4

以下のタイミングでメールが送信されます。事務局からのメールは必ずご確認ください。

• 実績報告が始められることを通知

• 実績報告の提出が完了したことを通知

• 事務局から差し戻しを行ったことを通知

• 補助金額が確定し精算払請求が行えることを通知

• 精算払請求が完了したことを通知

• 補助金の支払いが完了したことを通知

迷惑メールフィルターの設定によってはメールが受信できない場合があります。
「shoryokuka.smrj.go.jp」からのドメインのメール受信を許可してください。

実績報告

1

差し戻し 実績報告内容に確認や修正事項等がある場合、事務局から差し戻しを行い

ます。速やかにご対応ください。

提出 通知 提出

確定検査
現地調査

2
精算払請求

4
補助金の
交付

5
補助金額
の確定

３

実績報告の流れ

対象リース会社との共同申請の場合、以下のメールがリース会社に送信されます。

• 補助金額が確定し精算払請求が行えることを通知

• 補助金の支払いが完了したことを通知
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画面のボタンについて

前画面へ戻ります。

次ページへ進みます。
入力や添付が完了したら次へ進めてください。

報告内容が一時保存されます。途中で画面を閉じる際には一
時保存するようご注意ください。

確認画面にて各画面に遷移します。

経費や計画値が計算されます。

実績報告～補助金交付までのステータスについて

【実績報告】作成中｜事業者側で実績報告ができる状態です。

【実績報告】提出済｜実績報告が事務局へ提出された状態です。

【実績報告】補助事業者口座情報修正中｜口座情報に不備があり差し戻された状態です。

額の確定（精算払請求待ち）｜額が確定し精算払請求が行われていない状態です。

精算払請求済｜精算払請求が完了した状態です。

【精算払請求】補助事業者口座情報修正中｜精算払請求後に口座情報の不備があり差し戻

された状態です。

補助金交付済｜補助金の交付が完了した状態です。

マイページトップ画面にて確認できます。

電子システムでの実績報告について

添付したファイルを削除できます。

事務局への提出が完了します。

郵便番号から住所を検索できます。
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実績報告を行う
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応募申請およびマイページはこちら

実績報告はマイページから開始してください。

一般型トップページの右上にボタンが
あります。

GビズIDにてログインをしてください。

編集から開始してください。編集途
中の申請は編集ボタンから再開する
ことができます。

マイページはこちら

応募申請、交付申請内容が確認でき
ます。

7実績報告を行う

https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/login


8実績報告を行う

１

宣誓事項

実績報告するにあたっての宣誓、
遵守事項になります。確認のうえ
チェックをいれてください。

１

❶ 宣誓・手引き - ❷ 事業計画数値 - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 

交付決定された事業計画の目標値を表示しています。

8

宣誓・手引きの確認画面です。

事業計画数値の画面です。



9実績報告を行う

補助事業完了日の属する事業年度
（事業者の事業年度）の翌年度の決
算期を入力してください。

２

３

補助事業完了日※の属する事業年
度の翌年度を事業計画期間1年目
とし事業計画期間を見直してくだ
さい。

❶ - ❷ 事業計画数値 - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽

２

事業計画期間に変更が生じ計画値
に修正がある場合のみ修正してく
ださい。
目標値は動かせませんので、表示
された目標値を満たすよう計画を
再策定してください。

３

9

事業計画数値の入力画面です。



10実績報告を行う

重要

1
0

❶ - ❷ - ❸ 経費明細 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 

交付決定（計画変更）された
経費に10％を超える流用増
減が生じた場合、計画変更の
承認が必要です。
事務局の承認を受けずに事
業を実施した場合、補助金の
交付を受けられない場合が
あります。必ず事務局までご
連絡ください。

★１｜50万円（税抜き）以上の設備投
資が必要です。

★２｜機械装置システム構築費の
（C）積算基礎は入力必須です。

見積書に基づき記載してください。
機械装置等の名称・型番、及び金額、
数量、単価等。
※一式表記等、内容が不明なものは
認められません。

★２★１

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
対象となる費用がない経費区分に
は「０」を入力してください。
空欄のまま次へすすむことはでき
ません。

また、交付決定されていない費用
（0円）に計上することはできませ
ん。計画変更の承認が必要になり
ますので、事務局までご連絡くだ
さい。

２
交付決定（計画変更）された
経費を表示しています。

経費明細の入力画面です。



11実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ 経費明細 - ❹ 証憑 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
補助金申請額
（B）補助対象経費から、補助率と
以下の要件を加えて算出していま
す。ただし、経費配分により必ずし
も（B）×補助率の額と同額にはな
りません。

機械装置・システム構築費以外の
経費は総額で500万円（税抜き）
までを補助。

（上限額）

技術導入費｜補助対象経費総額
（税抜き）の3分の1 

知的財産権等関連経費｜補助対象
経費総額（税抜き）の3分の1 

外注費｜補助対象経費総額（税抜
き）の2分の1 

専門家経費｜補助対象経費総額
（税抜き）の2分の1 

交付決定された経費から変更が
あった場合も交付決定時の「補助
金申請額」を上回ることはできま
せん。

２2

11

経費明細の入力画面です。



12実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ 証憑 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 

１

2

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
経費毎、発注先毎に経費区分を選
択し、日付の入力と書類を添付し
てください。

発注１～発注１０まで用意していま
すので経費にあわせて使用してく
ださい。

10個で不足する場合はその他資
料添付口を使用してください。

２

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
契約～請求、支払いまで補助事業
の必要な手続きが全て完了した日
を事業完了日としてください。

１

12

契約～支払いまでの入力・添付画面です。

添付ファイルは10MBまで添
付可能です。1ファイルで
10MBを超える場合にはファ
イルを分け、その他資料の添付
口に添付してください。



13実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ 証憑 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
その他ファイル

経費ごとに必要な書類があります。
対象となる書類を添付してくださ
い。

提出書類については「実績報告の
手引き」にてご確認ください。

３

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
補助事業チェックリスト

全事業者提出が必要になります。
チェックリストはホームページから
ダウンロードしてお使いください。

５５

３

４

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
添付口のない資料や容量が大きく
添付口が不足する場合などにその
他資料の添付口を使用してくださ
い。

４

13

契約～支払いまでの入力・添付画面です。



14実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ 証憑 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 14

契約～支払いまでの入力・添付画面です。

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
ファイナンス・リース取引の場合、
リース取引の添付欄が必須項目と
なりますので、こちらの添付欄に添
付してください。

１

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
交付申請時からリース料に変更が
生じた場合、リース料軽減計算書
の提出が必要になります。

チェックをいれて添付をしてくださ
い。

対象リース会社との共同申請を行う場合

１



15実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ 製品の設置・管理状況 - ❻ - ❼ - ❽

機械装置を含まない申請では保険
書類の提出が不要になりますので
チェックをいれてください。

３
３

１

補助事業の実施場所

補助事業の実施場所の変更や、実
施場所の増減は認められません。

交付決定された場所から変更する
には計画変更の承認が必要です。
承認を得ずに変更した場合、補助金
の交付を受けられない場合があり
ますので速やかに事務局までご連
絡ください。

1

２

2つ目以降の補助事業の実施場所

補助事業の実施場所は全て入力が
必要です。交付申請時、Excelファ
イルにて提出した実施場所について
も、入力してください。

２

補助事業実施場所の入力欄
が追加できます。

15

導入した設備等についての添付・入力画面です。



16実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ 製品の設置・管理状況 - ❻ - ❼ - ❽

４

従業員数21名以上の事業者は
URLを入力してください。
導入設備の写真

写真は全事業者1枚以上提出が必
要です。

４

16

導入した設備等についての添付・入力画面です。



17実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ 保険書類 - ❼ 口座 - ❽

加入した保険が2点を満たすことを
確認のうえ、チェックをいれてくだ
さい。

機械設備の導入がない場合は次の
画面へ進んでください。

１

補助事業者の口座情報を入力して
ください。

補助事業者以外の口座にて補助金
を受け取ることはできません。

１

１

17

保険書類の添付画面です。

１

口座情報の添付・入力画面です。

対象リース会社との共同申請

リース契約のみの申請の場合、口座
情報の入力画面は表示されません。
リース会社の口座情報はマイページ
から入力できませんので、提出方法
については別途事務局からご連絡い
たします。



18実績報告を行う ❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 確認

修正がある場合、修正ボタンか
ら各ページに戻り修正をしてく
ださい。

最終確認画面です。

ここまでに入力と添付を
行った内容が表示されてい
ます。

提出前の最終確認ページと
なりますのでよく確認のう
え提出ボタンを押してくだ
さい。

注意点

18

事務局への提出後、確定検査を行いますので事務局からの
連絡をお待ちください。
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精算払請求を行う



20精算払請求を行う

画面に表示されている請求内容を
確認しチェックボックスにチェックを
いれ精算払請求を行ってください。

２

事務局へ提出された補助金受取口
座情報が表示されています。

４

２

20

精算払請求の画面です。

精算払請求から開始してください。

３

４

精算払請求日

事務局へ提出が完了した際に確定
しますのでこの時点では表示され
ていません。完了画面及び詳細画面
にて確認ができます。

補助金精算払請求額（税抜き）
補助金確定額（税抜き）

事務局へ請求し支払われる補助金
額になります。誤りがないことを必
ず確認してください。

３

対象リース会社との共同申請

リース会社は、額の確定の案内メー
ルに沿って精算払請求を行ってくだ
さい。

※リース契約のみで補助事業者（中
小企業等）の補助金申請額が0円の
場合も補助事業者（中小企業等）は精
算払請求を行ってください。

補助金額が確定するとステータス
が「額の確定（精算払請求待ち）」に
なります。

１

１

確定内容は「詳細」ボタンから確認で
きます。



21精算払請求を行う 21

精算払請求の画面です。

最終確認をしてください。



22精算払請求を行う 22

精算払請求の画面です。

認証コードを発行のうえ、認証コー
ドを入力のうえ事務局へ提出をして
ください。

１

１

精算払請求が完了しましたので、補助金の交付をお待ちください。

提出された口座情報に不備がある場合、事務局から連絡することがあります。

精算払請求日が確定しますの
でこちらで確認できます。
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https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/
中小企業省力化投資補助金（一般型）

23お問い合わせ

https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/
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改訂日 改訂ページ 改訂箇所 改訂内容

2025/11/04 本手引きの公開

2025/11/27 P.4 実績報告の流れ 対象リース会社との共同申請の場合のメール

について追加

P.14 証憑の画面 対象リース会社との共同申請の画面を追加

P.1７ 口座情報の画面 対象リース会社との共同申請について注釈

を追加

P.２０～P.２２ 精算払請求の画面 新規追加

改訂履歴
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